
規

則

告

示

福
島
県
猪
苗
代
湖
及
び
裏
磐
梯
湖
沼
群
の
水
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
、
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、

位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
八
十
二
号

福
島
県
猪
苗
代
湖
及
び
裏
磐
梯
湖
沼
群
の
水
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
猪
苗
代
湖
及
び
裏
磐
梯
湖
沼
群
の
水
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年

福
島
県
規
則
第
百
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

第
四
条
中
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
七
号
を
第
二
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
八
条
第
一
号
ウ
�
一
四

及
び
第
二
十
条
第
一
号
コ
中｢

第
二
条
第
四
項｣

を｢

第
二
条
第
五
項｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
規
則
第
八
十
三
号

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
三
年
福
島
県
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
三
十
一
条｣

を｢

第
四
十
九
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

食
品
生
活
衛
生
課)

福
島
県
規
則
第
八
十
四
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
株
式
会
社
き
ら
や
か
銀
行
の
項
中｢

、
郡
山
支
店｣

を
削
り
、
同
表
須
賀
川
信
用
金
庫
の

項
中｢

玉
川
支
店｣

の
下
に｢

、
安
積
支
店｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
別
表
第
三
株
式
会
社
き
ら
や
か
銀
行
の
項
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

か
ら
、
同
表
須
賀
川
信
用
金
庫
の
項
の
改
正
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
猪
苗
代
湖
及
び
裏
磐
梯
湖
沼
群

の
水
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五
八
六

○
福
島
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

五
八
六

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

五
八
六

告

示

○
福
島
県
議
会
定
例
会
を
招
集
す
る
件

五
八
六

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た

件
二
件

五
八
七

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

五
八
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
四
件

五
八
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

五
八
八

公

告

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い

て
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

五
八
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
報
告
が

あ
っ
た
件

五
八
九



国
道
二
八

九
号

路
線
名

国
道
二
八

九
号

路
線
名

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真

船
字
高
清
水
三
八
番
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
真

区

間

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真

船
字
高
清
水
三
八
番
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
真

船
字
横
川
三
八
番
一
地
先

ま
で 区

間

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

九
・
五
〜

八
〇
・
〇

Ｂ

一
三
・
〇
〜

一
三
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

Ａ

九
・
五
〜

八
〇
・
〇

Ｂ

一
三
・
〇
〜

一
三
三
・
〇

Ａ

九
・
五
〜

五
七
・
〇

Ｂ

一
三
・
〇
〜

八
五
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
三
一
一
・
〇

一
、
〇
〇
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
三
一
一
・
〇

一
、
〇
〇
〇
・
〇

一
、
三
一
一
・
〇

一
、
〇
〇
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

総

務

課)
福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

郡
山
市

二

成
果
の
名
称

郡
山
市
片
平
町
岩
倉
の
一
部
の
地
域
に
係
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

郡
山
市

二

成
果
の
名
称

郡
山
市
湖
南
町
舘
及
び
舟
津
の
一
部
の
地
域
に
係
る
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
上
仁
井
田
字
横
川
八
九
の
一(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

３

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
１

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
上
仁
井
田
字
横
川
八
九
の
一(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

３

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対
策
課
及
び

い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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県
道
猪
苗

代
塩
川
線

路
線
名

県
道
北
山

会
津
若
松

線 路
線
名

国
道
二
八

九
号

路
線
名

喜
多
方
市
塩
川
町
金
橋
字

金
川
一
四
三
番
二
地
先
か

ら同

市
塩
川
町
金
橋
字

区

間

喜
多
方
市
塩
川
町
中
屋
沢

字
並
柳
六
六
九
番
地
先
か

ら同

市
塩
川
町
金
橋
字

千
刈
二
二
三
一
番
一
地
先

ま
で 区

間

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真

船
字
高
清
水
三
八
番
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
真

船
字
横
川
三
八
番
一
地
先

ま
で 区

間

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
三
・
五
〜

六
・
八
〜

二
八
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

Ａ

四
・
五
〜

二
九
・
五

Ｂ

一
四
・
〇
〜

五
〇
・
〇

Ａ

四
・
五
〜

二
九
・
五

敷
地
の
幅
員

(
メ
ー
ト
ル)

Ｂ

一
三
・
〇
〜

一
三
三
・
〇

Ａ

九
・
五
〜

八
〇
・
〇

Ｂ

一
三
・
〇
〜

一
三
三
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
八
六
・
四

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

七
九
一
・
〇

八
四
二
・
〇

七
九
一
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
〇
〇
〇
・
〇

一
、
三
一
一
・
〇

一
、
〇
〇
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
月
舘
霊
山
線

路

線

名

県
道
猪
苗

代
塩
川
線

路
線
名

国
道
二
八
九
号

路

線

名

喜
多
方
市
塩
川
町
金
橋
字

金
川
一
四
三
番
二
地
先
か

ら同

市
塩
川
町
金
橋
字

金
川
二
二
六
番
地
先
ま
で

区

間

伊
達
市
霊
山
町
山
戸
田
字
土
関
六
七
番
四
地
先
か
ら

同

市
霊
山
町
山
戸
田
字
土
関
六
四
番
四
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
真
船
字
高
清
水
三
八
番
地
先

か
ら

同

郡
同

村
大
字
真
船
字
横
川
三
八
番
一
地
先

ま
で 供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

一
三
・
五
〜

三
七
・
四

六
・
八
〜

二
八
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
八
六
・
四

二
八
六
・
四

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
〇
年
九

月
一
二
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年
九

月
一
二
日

供

用

開

始

の

期

日

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

公

告

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
四
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行

地
区
名

土
地
改
良
事

施
行
認
可
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

っ
た
者
の
名
称

業
の
種
類

�
尾
村

野
行

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
三
年
六
月
二

平
成
一
九
年
二
月
二

(
農
業
用
用
排

七
日

八
日

水
施
設)

南
相
馬
市

深
野

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
一
年
六
月
二

平
成
一
九
年
一
二
月

(

農
道)
三
日

二
七
日

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
四
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行

地
区
名

土
地
改
良
事

施
行
認
可
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

っ
た
者
の
名
称

業
の
種
類

�
葉
町

�
葉(

大

農
村
総
合
整
備

平
成
一
六
年
九
月
二

平
成
一
八
年
三
月
一

道
下)

統
合
補
助

二
日

六
日

(

市
町
村
型)

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と

し
て
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
、
い
わ
き
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

指
定
年
月
日

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

指
定
施
設
の

聴
衆
席
の
面
積

聴
衆
席
収
容

所

在

地

名

称

管

理

者

見
込
人
員
数

平
成
二
〇
年

い
わ
き
市
好

い
わ
き
市
好

い
わ
き
市
長

八
〇
平
方
メ
ー

七
〇
人

九
月
二
日

間
町
上
好
間

間
町
上
好
間

ト
ル

字
忽
滑
三
七

集
会
所

番
地
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